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資料編 1 富士見市の地域概況 

 

富士見市の地域概況は、本編「第２章 富士見市の現況と課題」でも触れていますが、

資料編では、本編で掲載できなかった図やグラフを含めて補足資料として掲載します。 

 

１．富士見市の位置と地勢 
（1）位置 

富士見市の位置情報 

東西 7.0km 面積 19.7 ㎡ 

（県全体の 0.51%） 南北 6.8km 

緯度 北緯 35 度 51 分 27 秒 経度 東経 139 度 32 分 58 秒 

首都圏 30km 海抜 4m～25m 

隣接市町 さいたま市、川越市、ふじみ野市、志木市、三芳町 

 

（2）地形 

地形は、南西部の武蔵野台地と北東部の荒川低地に大きく分かれており、台地部

はさらに諸河川の分断により、独立した小台地となっています。洪積層からなる武

蔵野台地は、明治・大正初期には台地林が帯状に連なり、広大な雑木林を形成して

いましたが、現在はその大半が住宅地と畑作地帯で構成されています。一方、沖積

層からなる荒川低地は、さいたま市との市境を流れる荒川と、江戸と川越地域を結

ぶ重要な交通路であった新河岸川という、2 つの 1 級河川を擁する水田地帯となっ

ています。荒川が現在の市境を流れるようになったのは、江戸時代に行われた河川

改修によるもので、それ以前の荒川はびん沼川として、その面影をわずかに残して

います。 

 
参照：国土交通省国土政策局ホームページ地形分類図を基に作成 
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（3）地質 

地質は、台地部が火山灰の風積からなる赤土（ローム）でおおわれているのに対

して、低地部は主に黒泥層により形成されています。これは、氷河期の後期に起き

た海面上昇により、低地部が海となっていたことによるものであり、台地縁辺部に

は縄文時代の人びとの生活を今に伝える貝塚などの遺跡が数多く残存しています。 

 
参照：国土交通省国土政策局ホームページ表層地質図を基に作成 

 

１．人口・世帯数の推移 
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120,000

人口・世帯数
（人・世帯）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

世帯あたりの人員
（人）

人口

世帯数

世帯あたりの人員

人口 16,339 28,089 57,246 71,863 80,526 87,525 94,878 96,467 102,43 103,48 105,94

世帯数 3,739 7,517 16,422 20,935 24,074 27,412 32,561 35,258 39,915 42,679 45,816

世帯あたりの人員 4.4 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3

昭和37

年

昭和41

年

昭和46

年

昭和51

年

昭和56

年

昭和61

年
平成3年 平成8年

平成13

年

平成18

年

平成23

年

 
人口、世帯数と世帯あたりの人員の推移（再掲） 

資料：統計ふじみ 
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２．土地利用の状況 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

面積（ha）

その他 515.8 515.4 514.7 517.1 515.9 515.3 112.6 144.0 144.0 143.5 

雑種地 110.5 115.7 115.4 116.7 116.5 117.5 590.6 562.0 562.5 562.4 

原野 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

山林 17.3 16.6 16.2 15.9 15.6 15.5 19.0 19.0 18.6 18.0 

宅地 579.6 588.6 594.4 599.6 605.7 611.2 545.1 547.1 550.0 554.2 

耕地 746.7 733.6 729.2 720.6 716.2 710.5 702.7 697.9 694.9 694.3 

平成14

年

平成15

年

平成16

年

平成17

年

平成18

年

平成19

年

平成20

年

平成21

年

平成22

年

平成23

年

 
※平成 20 年よりその他で集計していた物の一部が「雑種地」として扱われることになっています。 

土地利用の推移 
資料：統計ふじみ 

 

３．産業の状況 
産業分類別の事業所数・従業員数の推移 

区分 平成 8 年 平成 13 年 平成 18 年 平成 21 年 

事業所数 

(所) 
3 4 6 5 

第一次産業 
従業員数 

(人) 
33 36 37 38 

事業所数 

(所) 
663 571 546 601 

第二次産業 
従業員数 

(人) 
4,949 4,029 3,705 4,001 

事業所数 

(所) 
2,458 2,459 2,408 2,505 

第三次産業 
従業員数 

(人) 
16,446 17,638 18,343 20,371 

資料：平成 3 年～平成 18 年は企業統計調査、平成 21 年は経済センサス 
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（1）農業 
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経営耕地面積と農家数の推移 

資料：農林業センサス 

 

（4）工業 
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事業所数(所)
製造品出荷額(億円)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

従業員数(人)

事業所数 103 86 76 87 80 81 65 70 71 61 53

製造品出荷額 257 246 190 228 226 222 199 259 242 184 200

従業員数 1,415 1,264 1,054 1,096 1,085 1,059 959 1,109 1,000 910 833

平成12
年

平成13
年

平成14
年

平成15
年

平成16
年

平成17
年

平成18
年

平成19
年

平成20
年

平成21
年

平成22
年

 
工業の事業所数・従業員数・製造品出荷額の推移 

資料：埼玉県統計年鑑 
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（5）商業 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

商店数(店舗)
商品販売額(億円)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

従業員数(人)

商店数 716 767 715 677 598 

商品販売数 996 979 834 719 682 

従業員数 4,153 4,945 5,068 4,615 4,310 

平成9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

 
商店数・従業員数・年間商品販売額の推移 

資料：商業統計調査 

 

４．交通 

 
主要交通網 
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

保有台数（台）

系列5 7,447 8,061 7,725 8,044 8,545 8,995 9,418 9,880 10,289 10,631 11,058

系列3 113 120 121 121 128 134 142 163 165 173 175

系列2 3,393 3,440 3,339 3,313 3,089 3,036 3,033 2,974 3,058 2,851 2,670

系列1 29,921 30,052 30,143 30,368 30,480 30,328 30,267 29,842 29,407 28,910 28,640

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

 
自動車等保有台数の推移 

資料：埼玉県統計年鑑 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

旅客（万人）

1日平均乗車客数 2.56 2.44 2.36 2.29 2.23 2.18 2.12 2.09 2.04 2.00 1.99 2.01 2.02 2.02 2.05

1日平均降車客数 2.53 2.42 2.35 2.29 2.25 2.19 2.14 2.12 2.07 2.03 2.01 2.00 2.00 2.00 2.03

平成8

年

平成9

年

平成

10年

平成

11年

平成

12年

平成

13年

平成

14年

平成

15年

平成

16年

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

 
鶴瀬駅における乗降客数の推移 

資料：埼玉県統計年鑑 
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0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

旅客（万人）

1日平均乗車客数 2.24 2.23 2.22 2.22 2.20 2.18 2.15 2.15 2.11 2.08 2.06 2.09 2.08 2.06 2.05

1日平均降車客数 2.18 2.16 2.16 2.17 2.16 2.19 2.17 2.17 2.13 2.10 2.09 2.09 2.08 2.05 2.04

平成8

年

平成9

年

平成

10年

平成

11年

平成

12年

平成

13年

平成

14年

平成

15年

平成

16年

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

 
みずほ台駅における乗降客数の推移 

資料：埼玉県統計年鑑 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

旅客（万人）

1日平均乗車客数 1.87 2.09 2.28 2.44 2.57 2.62 2.67 2.75 2.77 2.79 2.88 3.00 3.04 3.07 3.10

1日平均降車客数 1.70 1.87 1.99 2.11 2.24 2.52 2.58 2.64 2.66 2.68 2.78 2.91 2.98 3.01 3.05

平成8

年

平成9

年

平成

10年

平成

11年

平成

12年

平成

13年

平成

14年

平成

15年

平成

16年

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

 
ふじみ野駅における乗降客数・運賃の推移 

資料：埼玉県統計年鑑 
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５．公園 
公園・緑地の状況(平成 23 年度現在) 

種別 面積（m2） 箇所数

街区公園 50,747 26

近隣公園 50,224 4

歴史公園 58,063 2

地区公園 47,044 1

都市緑地 174,496 13

都市公園計 380,574 46

市民緑地 11,007 3

緑の散歩道 18,504 9

合計 410,085 58
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６．歴史・文化 
南西部の武蔵野台地と北東部の荒川低地という特徴的な地形によって、本市は

様々な歴史や文化が残されており、歴史や文化を学んだり、伝統を体験できる施設

が充実しています。 

 

（1）指定文化財 

富士見市の指定文化財 

名称 種別 種類 指定者 指定日 

水子貝塚 記念物 史跡 国 S44.9.9

難波田氏館跡 記念物 旧跡 S36.9.1

羽沢遺跡出土縄文土器 考古資料 
埼玉県 

H10.3.17

コロボックルの碑 S50.11.1

道しるべ S52.3.17

南畑八幡神社鰐口 

歴史資料 

H13.2.18

関口不動堂月待板碑 S50.11.1

護国寺建長四年板碑 S50.11.1

嘉吉元年月待板碑 S52.3.17

大型板碑 S58.6.20

建長四年板碑 S58.6.20

北通遺跡第 8 号 

方形周溝墓出土遺物 

考古資料 

H4.2.17

旧大澤家住宅・主屋 H5.7.7

大澤家住宅・表門 H5.7.7

大澤家住宅・穀蔵 H5.7.7

旧金子家住宅・主屋 H9.9.19

旧鈴木家長屋門 H9.9.19

水越門樋 H20.3.26

山形樋管 

有形文化財 

建造物 

H13.2.8

南畑八幡神社獅子舞 S58.6.20

鶴馬諏訪神社獅子舞 H1.1.10

勝瀬囃子 H1.1.10

水子上組囃子 H1.1.10

水子城の下組囃子 H1.1.10

水子石井囃子 H1.1.10

中水子囃子 

民俗文化財 無形民俗 

H1.1.10

ケヤキ（諏訪神社境内） S58.6.20

イチョウ（榛名神社境内） S58.6.20

カヤ（瑠璃光寺境内） 

記念物 天然記念物 

富士見市 

H4.2.17

 

 

 

 

 

 



資料編 1 

 10

（6）埋蔵文化財 
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富士見市の埋蔵文化財（遺跡） 
№ 遺跡名 時代 

1 西ノ原 
旧石器・縄文(早・中・後)・平安・

江戸 

2 東久保南 平安 

3 オトウカ山 江戸 

4 南武蔵野 縄文(時期不明)・古墳(時期不明)

5 中沢 
旧石器・縄文(前・中・後)・奈良・

平安・中近世(時代不明) 

6 外記塚 
旧石器・縄文(中)・平安・中近世

(時代不明) 

7 稲荷久保南 
縄文(時期不明)・古墳(時期不

明)・中近世(時代不明) 

8 稲荷久保北 
縄文(早・中)・古墳(時期不明)・

戦国 

9 市街道 旧石器・縄文(中) 

10 稲荷前 縄文(中) 

11 鍛冶海戸 戦国 

12 宮廻 
旧石器・縄文(草創・早・前)・平

安・中近世(時代不明) 

14 上沢 旧石器・縄文(中)・古墳(時期不明)

15 西渡戸 旧石器・縄文(早) 

16 渡戸 縄文(早・前・中)・戦国・江戸 

17 東渡戸 
縄文(早・前・中)・古墳(時期不

明)・中近世(時代不明) 

18 薬師前 縄文(前) 

19 貝塚山 
旧石器・縄文(草創・早・前・中・

後)・古墳(後)・平安 

20 羽沢 
旧石器・縄文(草創・早・中・後)・

中近世(時代不明) 

21 羽沢前 
縄文(時期不明)・古墳(時期不

明)・中近世(時代不明) 

22 大谷 縄文(早) 

23 山室 
旧石器・縄文(早・中)・平安・中

近世(時代不明) 

24 山室谷 縄文(時期不明) 

25 平塚 縄文(早)・平安 

26 宮脇 
縄文(早・前・中)・古墳(後)・平

安・中近世(時代不明) 

27 黒貝戸 
旧石器・縄文(前・中)・古墳(後)・

奈良・平安・中近世(時代不明) 

28 折戸 縄文(早)・中近世(時代不明) 

29 
宿(多門氏館

跡) 

旧石器・縄文(早・前)・戦国・江

戸 

30 殿山 
縄文(草創・早・前・中)・奈良・

平安・戦国 

31 谷津 旧石器・縄文(早・前・中)・奈良・

平安・南北朝・室町・江戸 

32 浅間後 旧石器・縄文(時期不明)・古墳(時

期不明) 

33 権平沢 縄文(後) 

 

 

 

 

 

№ 遺跡名 時代 

34 御庵 縄文(早・前・中)・平安・江戸 

35 新田 
縄文(前・中・後)・中近世(時代不

明) 

36 八ケ上 
旧石器・縄文(草創・早・前・中・

後) 

37 本目 
旧石器・縄文(後)・古墳(前)・平

安 

38 節沢 
縄文(早・前・中・後)・中近世(時

代不明) 

39 関沢 縄文(中)・平安 

40 新開 旧石器・縄文(中)・平安 

41 松ノ木 
旧石器・縄文(中)・平安・中近世

(時代不明) 

42 打越 

旧石器・縄文(草創・早・前・中・

後・晩)・弥生(後)・古墳(後)・奈

良・戦国 

43 山崎 縄文(前) 

44 松山 
縄文(前)・弥生(後)・古墳(後)・平

安・中近世(時代不明) 

45 氷川前 

旧石器・縄文(早・前・中・後)・

弥生(後)・古墳(前・後)・平安・

南北朝・室町・戦国・江戸 

46 水子貝塚 

旧石器・縄文(早・前・中・後・

晩)・弥生(後)・古墳(後)・平安・

中近世(時代不明) 

47 東前 奈良・平安 

48 観音前 
縄文(早・前・中)・弥生(後)・古

墳(前・後)・平安・江戸 

49 神明 縄文(後)・中近世(時代不明) 

50 東台 
旧石器・縄文(早・前・中・後)・

弥生(後)・平安・中近世(時代不明)

51 正網 
縄文(早・前・後・晩)・弥生(中)・

平安・戦国 

52 正網南 縄文(時期不明)・古墳(時期不明)

53 栗谷ツ 
旧石器・縄文(草創・早・中・後)・

弥生(後)・平安・中近世(時代不明)

54 別所 

縄文(草創・早・前)・弥生(後)・

古墳(後)・平安・南北朝・室町・

戦国 

55 北通 

旧石器・縄文(草創・早・前・中・

後・晩)・弥生(後)・古墳(前・後)・

奈良・平安・鎌倉・南北朝・室町・

戦国 

56 南通 

縄文(草創・早・前・中・後)・弥

生(中・後)・古墳(前)・奈良・平

安・江戸 

57 伊佐島 弥生(後)・平安 

58 上内手 
古墳(前)・奈良・平安・南北朝・

室町・戦国・江戸 

59 山形 古墳(前・後)・平安・江戸 

60 難波田氏館跡
弥生(後)・古墳(前)・鎌倉・南北

朝・室町・戦国・江戸 
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資料編 2 富士見市の環境の状況 

 

富士見市の環境は、本編「第２章 富士見市の現況と課題」でも触れていますが、資

料編では、本編で掲載できなかった図やグラフを含めて補足資料として掲載します。 

 

１．気象 

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0
気温・湿度（℃・％）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

降水量（mm）

年間降水量 847 955 1,02 1,22 1,00 1,17 1,92 1,53 1,49 955 1,31 1,20 1,53 1,25 1,56 1,26 1,49 1,46 1,32 1,34

平均気温 14.8 14.3 15.5 14.9 14.3 15.7 16.2 16.5 16.6 16.2 16.5 15.6 16.1 15.7 15.9 16.6 15.9 16.4 16.0 15.7 

最高気温 38.4 35.5 38.8 38.2 39.1 40.6 38.7 37.6 39.7 40.5 38.9 38.6 39.5 37.8 37.1 39.9 37.4 36.3 39.3 38.9 

最低気温 -6.4 -3.6 -4.6 -5.3 -5.6 -4.3 -4.8 -3.7 -3.7 -6.2 -3.3 -3.4 -3.0 -4.1 -4.5 -1.7 -3.5 -3.2 -4.0 -5.1 

平均湿度 71.3 70.8 67.0 67.0 66.5 68.9 73.7 76.3 69.9 70.5 65.6 70.0 67.3 65.2 59.4 61.7 61.4 64.7 73.0 72.4 

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

※年間降水量は、小数点以下1桁を四捨五入して表記しています。
 

気温・湿度・降水量の推移 
資料：統計ふじみ（観測地点：入間東部消防組合本部） 

 

２．樹林・樹木 
保存樹木・樹林、緑地等の状況 

保存樹木 65 本 ケヤキ、イチョウなど 

保存樹林 1 箇所 4,008m2 

市民緑地 3 箇所 10,924m2 

緑の散歩道 9 箇所 18,505m2 
※平成 23 年度現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 2 

 13

３．生活環境 
（1）大気の状況 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

８
月

１
２

月

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

二酸化窒素濃度(ppm)

バックグラウンド地点

主要交差点

埼玉県常時監視測定局

環境基準上限（日平均値0.06）

 
※1)バックグラウンド地点は計 4 地点、主要交差点は平成 13 年度～平成 20 年度は 21 地点、平成 21

年度以降は 22 地点のそれぞれ平均値を示しています。 

※2)埼玉県常時監視測定局は、富士見市役所屋上の月間平均値を示しています。 

※3)環境基準（1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下である

こと。）は参考として掲載しています。 

大気中の二酸化窒素濃度の推移 
資料：統計ふじみ（観測地点：入間東部消防組合本部） 
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（7）ダイオキシン類の状況 

 

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

ダイオキシン類濃度

(pg-TEQ/m3)

市役所屋上

つるせ台小学校

水谷小学校

東中学校

水子貝塚公園

環境基準

環境基準：年平均値0.6

 
※グラフは年間平均値を示しています。 

※市役所屋上は埼玉県が、その他の地点は富士見市が調査を行っています。 

※平成 18 年度から上沢小学校は統合により、つるせ台小学校に名称が変更となりました。 

※水子貝塚公園は、平成 16 年度に行った水谷小学校の大規模改修工事による代替地点です。 

大気中のダイオキシン類濃度の推移 
資料：統計ふじみ 

 

土壌中のダイオキシン類濃度 

単位：pg-TEQ/g 

調査年度 調査地点 調査結果 環境基準 

平成 14 年度 水谷東小学校 0.77 

平成 15 年度 ふじみ野小学校 0.14 

平成 16 年度 鶴瀬西小学校 1.5 

平成 17 年度 針ヶ谷小学校 1.7 

平成 18 年度 勝瀬小学校 0.0069 

平成 19 年度 鶴瀬小学校 1.4 

平成 20 年度 諏訪小学校 0.52 

平成 21 年度 諏訪小学校 0.99 

平成 22 年度 みずほ台小学校 3.5 

平成 23 年度 本郷中学校 0.37 

1,000 

資料：統計ふじみ 
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（8）光化学スモッグ注意報の発令状況 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(日数)

(年度)

4月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0

6月 3 1 2 3 3 4 1 2 0 3

7月 8 1 9 5 2 5 5 1 5 2

8月 4 7 2 2 7 10 1 1 5 3

9月 0 6 0 5 0 0 0 0 3 1

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

 
4 月から 9 月における光化学スモッグ注意報発令日数 

資料：富士見市 HP 

 

 

（9）水質の状況 

本市では、市内を流れる河川について、定期的な水質の測定を実施し、環境行政

の基礎資料とするため、水質汚濁状況の把握に努めています。 

新河岸川、柳瀬川、砂川堀、富士見江川、唐沢堀の 5 河川を計 7 地点で水素イオ

ン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質(SS)、溶存酸素(DO)を測定し

ています。 

新河岸川は環境基準河川 D 類型に、柳瀬川は C 類型に指定されています。 
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5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

pH(pH)

新河岸川 柳瀬川 砂川堀

江川上流 江川中流 江川下流

唐沢堀

C
類

型
環

境
基

準
：

6
.5

～
8

.5

D
,E

類
型

環
境

基
準

：
6

.0
～

8
.5

 
河川水中の pH（水素イオン濃度）の推移 

資料：富士見市 HP 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

BOD(mg/L)

新河岸川 柳瀬川
砂川堀 江川上流
江川中流 江川下流
唐沢堀 環境基準(C類型)
環境基準(D類型) 環境基準(E類型)

45.9

C類型環境基準：5以下

D類型環境基準：8以下

E類型環境基準：10以下

 
河川水中の BOD（生物化学的酸素要求量）の推移 

資料：富士見市 HP 
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

SS(mg/L)
新河岸川 柳瀬川
砂川堀 江川上流
江川中流 江川下流
唐沢堀 環境基準(C類型)
環境基準(D類型)

C類型環境基準：50以下

D類型環境基準：100以下

※E類型環境基準：ごみ等の浮遊が認められないこと

 
河川水中の SS（浮遊物質）の推移 

資料：富士見市 HP 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

DO(mg/L)

新河岸川 柳瀬川
砂川堀 江川上流
江川中流 江川下流
唐沢堀 環境基準(C類型)
環境基準(D,E類型)

C類型環境基準：5以上

D,E類型環境基準：2以上

 
河川水中の DO（溶存酸素）の推移 

資料：富士見市 HP 
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４．ごみの排出量 

0

10,000

20,000

30,000

40,000
ごみの量(t)

700

750

800

850

900

1人1日あたりの
ごみの量(g)

その他 0 0 0 0 53 50 49 44 42 40 45

直接搬入 600 366 485 626 556 586 689 683 688 804 798

集団回収 2,158 1,933 1,748 1,763 1,751 1,770 1,555 1,514 1,561 1,603 1,651

資源物 5,878 6,043 6,566 3,184 6,218 6,308 6,231 5,871 5,280 5,041 4,889

粗大ごみ 427 263 300 661 308 280 260 284 261 283 282

不燃ごみ 908 904 829 882 851 907 902 860 805 839 849

可燃ごみ 23,707 23,746 22,425 22,433 22,282 22,750 22,861 22,008 22,033 21,807 21,226

1人1日あたりのごみの量 836 838 815 731 800 865 862 822 807 794 772

平成12

年度

平成13

年度

平成14

年度

平成15

年度

平成16

年度

平成17

年度

平成18

年度

平成19

年度

平成20

年度

平成21

年度

平成22

年度

 
ごみの排出量の推移 

資料：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省） 

 

５．公共下水道の普及状況 

0

20

40

60

80

100

(%)

普及率 88.0 89.4 90.6 91.5 92.6 93.0 93.0 93.0 93.0 93.5 

水洗化率 95.1 95.0 95.4 95.7 95.8 95.9 95.9 95.4 95.8 96.2 

平成14年

度

平成15年

度

平成16年

度

平成17年

度

平成18年

度

平成19年

度

平成20年

度

平成21年

度

平成22年

度

平成23年

度

 
公共下水道普及率の推移 
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資料編３ 富士見市の環境に関するアンケート 

 

１．アンケート調査の概要 
 

アンケート調査結果 

対象 配布方法 配布数 回収数 回収率 
有効 

回答数 

有効 

回収率 

一般市民 無作為抽出 1,000 344 34.4% 342 34.2%

市立小学校（5 年生） 各学校に配布 400 306 76.5% 301 75.3%

事業所 無作為抽出 200 42 21.0% 42 21.0%

大人向け 277 277 100% 277 100%‘11 富士見 

ふるさと祭り 子ども向け 

会場にて 

配布・回収 193 193 100% 192 99.5%

 

（1）アンケート集計結果 

A）一般市民を対象とした集計結果 

●あなたやご家族についてお伺いします。 

あなたの性別は 

38.0%

55.8%

6.1%

男性

女性

無回答

 

あなたの年齢は 

11.4%

16.7%

14.0%

15.8%

2.0%

19.6%

20.5%

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65歳以上

無回答

 
あなたの職業は 

7.9%

17.0%

3.8%

17.0%

20.8%

3.2%

12.3%

3.5% 4.4%
2.0%

2.3%2.3%

3.5%

農林水産業

自営業（商工サービス業など）

自由業（医師、弁護士、芸術家、
芸能関係など）
会社・団体役員

事務職・専門技術職（一般事務職、
技術整備士、研究員、看護師など）
技能・労務職（工員、大工、美容師、
運転手など）
販売・サービス業
（販売店員、外交員など）
パート、アルバイト

家事従事者（専業主婦など）

学生

無職

その他

無回答

あなたの世帯人数は 

7.6%

23.7%

8.8%

5.8%

1.5%

26.9%

25.7%

１人

2人

3人

4人

5人

6人以上

無回答
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あなたの居住形態は 

0.6% 0.3%
1.8%

2.0%

17.5%

77.8%

持ち家（一戸建て・分譲マンション）

民間の賃貸住宅（アパート等）

公営住宅（県営賃貸等）

社宅等

その他

無回答

富士見市での居住年数は 

11.4%

18.7%

50.3%

6.7%

8.2%

1.8% 2.9%

1年未満

1～2年

3～4年

5～9年

10～19年

20年以上

無回答

 
あなたが日中活動している主な場所は 

25.0%

19.1%

2.1%

3.2%

27.4%

23.2%

自宅

富士見市内

埼玉県（富士見市以外）

東京都

その他の県外

無回答

 

車を所有していますか。 

24.0%

4.1%

0.6%

0.9% 2.3%

15.8%

52.3%

所有していない

1台所有

2台所有

3台所有

4台所有

5台所有

無回答

車を所有している方のうち、エコカーを所有していま

すか。 

10.8%

3.1%

86.2%

所有していない

所有している

無回答

 

エコカーを所有している方のうち、所有台

数は 

75.0%

22%

2.8% 1台

2台

無回答
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あなたは市内のどの地域にお住まいですか。 

15.2%

10.2%

18.1%

14.3%

8.5%

5.0%

3.5%

19.9%

5.3%

勝瀬地区

南畑地区

渡戸・羽沢・山室・
諏訪・上沢地区
鶴瀬東地区

鶴瀬西地区

水谷・東みずほ台地区

針ヶ谷・西みずほ台地区

水谷東・榎町地区

無回答

 
 

 

●地域の環境についてお伺いします。 

あなたのお住まいの周辺の環境に対する満足度についてお伺いします。 

（満足･やや満足の回答） 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
空気のきれいさ

まちの静けさ

水のきれいさ

まちのきれいさ

交通の安全性

緑の豊かさ

水辺とのふれあい

土とのふれあい生きものとのふれあい

公園や広場などの憩いの場がある

街並みの美しさ

自然景観の美しさ

湧水の存在

交通の利便性

環境の状況や環境施策に関する

市からの情報提供

 
あなたのお住まいの周辺の環境は 5 年前に比べてどのように変化しましたか。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
空気のきれいさ

まちの静けさ

水のきれいさ

まちのきれいさ

交通の安全性

緑の豊かさ

水辺とのふれあい

土とのふれあい生きものとのふれあい

公園や広場などの憩いの場がある

街並みの美しさ

自然景観の美しさ

湧水の存在

交通の利便性

環境の状況や環境施策に関する

市からの情報提供

よくなった・ややよくなった

変わらない

悪くなった・やや悪くなった
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あなたは現在お住まいの地域に、今後も住み続けたいですか。 

58.8%

25.1%

0.6%

12.0%

3.5%

今後も住み続けたい

市内の他地域へ移りたい

他の市町村、県外へ移りたい

何ともいえない

無回答

 
あなたが住み続けたい理由、または他へ移りたい理由は何ですか。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
自然環境

風景

生活環境 利便性

安全・安心なまち

気に入っている
どちらでもない
気に入らない

 
あなたは将来の富士見市の環境として何が重要だと思いますか。 

空気のきれいさ

9.6%

まちの静けさ

5.5%

水のきれいさ

8.0%

まちのきれいさ

8.9%

有害化学物質からの安全性

9.0%

交通の安全性

12.9%

緑の豊かさ

9.8%
水辺とのふれあい

2.5%

土とのふれあい

3.5%

生きものとのふれあい

2.8%

公園や広場などの憩いの場があ

る

9.4%

街並みの美しさ

8.4%

自然景観の美しさ

6.2%

湧水の存在

3.0%

無回答

0.5%
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●あなたの環境に配慮した行動についてお伺いします。 

あなたが日頃行っている、または関心がある環境保全に関する取組についてお伺いします。 

17.0%

40.1%

21.1%

38.6%

44.7%

90.4%

52.9%

7.0%

35.7%

38.9%

33.0%

26.9%

26.0%

21.1%

65.4%

55.4%

68.4%

37.1%

23.4%

8.5%

49.4%

45.3%

53.5%

38.3%

35.1%

25.4%

28.4%

42.1%

40.4%

43.3%

39.2%

41.5%

38.6%

19.6%

33.1%

25.7%

36.5%

28.4%

20.8%

37.1%

19.3%

13.2%

34.0%

18.4%

16.4%

23.4%

22.8%

29.8%

10.9%

20.2%

34.8%

44.4%

42.4%

39.5%

34.2%

9.1%

26.4%

7.0%

2.9%

9.4%

17.5%

45.3%

47.7%

16.7%

8.8%

9.4%

9.1%

8.5%

3.5%

0.3%

0.6%

6.7%

3.5%

2.3%

12.6%

14.9%

0.9%

12.6%

11.7%

6.4%

7.6%

3.5%

5.0%

2.0%

3.5%

3.8%

7.0%

4.4%

10.5%

3.8%

5.3%

6.1%

2.1%

0.3%

1.5%

3.8%

3.8%

3.2%

4.4%

3.8%

2.0%

3.2%

4.1%

1.8%

3.2%

3.5%

4.4%

4.4%

3.5%

2.1%

4.1%

3.2%

2.0%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無農薬・減農薬のものを

買うようにしている

旬のものを買うようにしている

食べ物は地元産の食材を

選ぶようにしている

食品を買うときは原材料名を

確認している

リサイクル商品や詰め替え商品を

優先して購入している

ルールに従ってごみの分別を行っている

市や地域で行っている資源回収に

積極的に協力している

不要品をバザー、フリーマーケットなどに

出品している

ごみの減量に努めている

買い物袋を持参し、レジ袋は使わないようにしている

買う前に必要かどうかよく考えて、環境に

負荷の少ないもの、長く使えるものを選んでいる

容器を再利用できる商品を選んで買うようにしている

材料を無駄なく使うエコクッキングを行うようにしている

環境に配慮した洗剤を使うようにしている

油や食べかすを流しに流さないようにしている

流し、風呂、洗濯などの節水を

心がけている

冷暖房の設定温度や運転時間に配慮したり、

照明や家電製品の電源をこまめに消すなどの節電を心がけている

省エネルギー型の家電製品を優先して

購入している

緑のカーテンの設置や庭木の手入れなど、ヒートアイランドやま

ちの景観に配慮している

地域の清掃や緑化活動などに参加している

自然観察会や野鳥観察などの自然にふれあう

イベントに参加している

環境に関するセミナーや研究会などに参加している

環境問題について家族で話し合いをしている

いつも行っている

時々行っている

今後行おうと思う

今後も行おうとは思わない

無回答

環境に配慮した生活についてお伺いします。 

11.4% 17.0%

5.8%

7.3%

11.4%

48.8%

58.5%

53.2%

15.2%

1.8%

2.0%

3.8%

54.7%

26.3%

26.6%

32.5%

7.6%

5.3%

5.6%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低燃費車やハイブリットカーの購入

太陽熱温水器の購入

太陽光発電機の購入

生ゴミ処理機やコンポスト容器の設置

すでに実施している 実施したい 助成があれば実施したい 実施するつもりはない 無回答
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●あなたの環境に対する関心についてお伺いします。 

地球環境問題をはじめとする、様々な環境に対するあなたの関心の度合いを教えてください。 

（非常に関心がある・関心があるとの回答） 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

地球温暖化

大気汚染

酸性雨

熱帯雨林の減少

オゾン層の破壊

海洋汚染

土壌汚染や地下水汚染

砂漠化
ダイオキシン類や環境ホルモン

などの有害化学物質

ごみやリサイクル

廃棄物問題（不法投棄など）

野生生物の減少

開発途上国での環境汚染

環境教育・環境学習

放射能汚染

 
環境に関する情報を行政から住民にお知らせする方法として、どのようなものがよいと思います

か。 

自治体ごとの説明会

や勉強会

19.9%

インターネットの

ホームページや

電子メール

40.6%

テレビや新聞

54.7%

その他

3.2%

無回答

1.2%

公民館の催しや、市

の行事

24.6%

市の広報やパンフ

レット

77.8%
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●環境施策についてお伺いします。 

富士見市では平成 15 年から「環境基本計画」を策定していますが、あなたは、ご存知ですか。 

4.4%

2.9%

69.3%

23.4%
知っている

知っているが、内容は
よくわからない
知らない

無回答

 
市が実施している取り組みの満足度と、今後の重要度について 

（満足・やや満足と重要・やや重要との相関） 

1-③

1-⑦

1-②
1-⑤1-④

1-①

1-⑥

2-⑤

2-⑥
2-③
2-④

2-②

2-①

3-②

3-①

4-③

4-②

4-①

5-①

5-③
5-②

6-③

6-②

6-①

7-②

7-①

8-③

8-①

8-②

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

○地球環境、エネルギーについて
1-①率先した省エネルギーと、エコオフィス化の推進
1-②地球温暖化問題についての情報提供
1-③富士見市版環境家計簿の普及促進
1-④太陽光発電などの再生可能なエネルギーの導入
1-⑤市有車の低公害車、低燃費車への切り換えと台数の削減
1-⑥歩車道分離、自転車専用道路など交通弱者に配慮した道路交通整備の推進
1-⑦公共交通機関利用の呼びかけ

△ごみ問題について
2-①3Rなど、ごみ削減の具体的施策の推進
2-②ごみ回収費用の低減
2-③グリーン購入の徹底
2-④ごみの減量や地域美化を進める市民団体などへの支援
2-⑤不法投棄防止対策の推進
2-⑥生ごみ堆肥化に関する施策の推進と普及

□有害化学物質について
3-①有害化学物質に関する情報の提供
3ｰ②家庭植栽の管理には、農薬に頼らないことの呼びかけ

◇自然環境について
4-①身近な緑の保全や公園整備
4-②公共施設の壁面緑化などの促進
4-③個人や事業者が所有する緑地保全のための支援

○水を大切にするまちづくりについて
5-①湧き水保全の促進
5-②公共下水道の整備、合併処理浄化槽設置の啓発
5-③水質に関する情報提供

△快適環境について
6-①駐輪場の確保と整備
6-②エコ商店やエコ商店街への支援
6-③身近な河川と親しむための機会の提供

□協働のまちづくりについて
7-①環境保全活動を行う市民団体などへの支援
7-②富士見市環境施策推進市民会議の活動支援

◇環境教育について
8-①環境教育に活用するパンフレットの充実と、各学校への情報提供
8-②地域と連携した環境教育の推進
8-③富士見市市民人材バンクの活動支援

低←　　満足度　　→高

高
←

　
　
重
要
度
　
　
→

低
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環境をよりよくしていくために、市民・事業者・行政それぞれが、今後行った方がよいと思うこと

は何ですか。 

【市民が行った方がよいこと】 

環境に配慮した製品を購

入する

18.7%

環境保全、緑化などに関

するボランティア活動に

参加する

7.8%

無回答

1.2%

家庭から出るごみの減量

に努める

27.9%

行政の施策内容に関心を

持つ

9.9%

家庭での省エネルギーに

努める

27.0%

行政の計画づくりに積極

的に参加する

4.2%

環境に関する勉強会など

に参加して知識を深める

2.9%

その他

0.3%

 
【事業者が行った方がよいこと】 

環境に配慮した製品の

供給を促進する

13.3%

その他

0.4%
無回答

2.4%
地域の環境保全活動へ

の参加、支援を行う

6.9%

事業所敷地内、または

その周辺の緑化を行う

8.7%

自らが製造・販売した

商品等について、

最終的にそれが廃棄さ

れるまで責任を持つ

18.9%

事業活動をするうえ

で、省エネルギーに努

める

16.5%

商品やサービスの環境

に関する情報を積極的

に提供する

8.1%

事業活動に伴う環境へ

の負荷（排ガス、排

水、

廃棄物など）を可能な

限り少なくする

24.8%

 
【行政が行った方がよいこと】 

環境に関するイベント
やメディアの活用を図

る

8.6%

環境に関する調査・研

究を行う

12.1%

環境に関する情報を積

極的に提供する

19.9%

家庭での太陽光発電等

の設備の設置を推進す

る

11.7%

無回答

2.2%

その他

0.4%

環境教育・環境学習を

充実させる
10.5%

環境に関する活動を行

う市民・事業者等への
支援を行う

11.3%

自然環境を保全してい

く

23.3%
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B）市立小学校（５年生）とご家族を対象とした集計結果 

i） 小学５年生の集計結果 

●あなたについてお伺いします 
あなたの通う学校は 

8.3%

10.3%

11.6%

9.3%

8.0%
7.6%

9.3%

9.3%

9.6%

8.6%

8.0%

鶴瀬小学校

水谷小学校

南畑小学校

関沢小学校

勝瀬小学校

水谷東小学校

諏訪小学校

みずほ台小学校

針ヶ谷小学校

ふじみ野小学校

つるせ台小学校

 

あなたの性別は 

49.5%
49.5%

1.0%

男子

女子

無回答

 
 

●日常生活のことについてお伺いします 
放課後や休みの日に外で遊ぶことがどれくらいありますか。 

35.5%

33.9%

17.6%

6.0%

6.3%

0.7%

ほとんど毎日

週に３日ぐらい

週に１日ぐらい

月に１日か２日くらい

ほとんど外で遊ばない

無回答

 
遊びのなかで植物や生きものにふれていますか。 

9.6%

13.6%

12.0%

13.3%

7.3%

12.0%

72.8%

66.4%

63.1%

51.8%

63.3%

48.2%

16.6%

18.9%

24.3%

33.6%

28.7%

39.5%

0.7%

1.3%

0.7%

1.0%

1.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セミやバッタなどの虫とりをする

魚つりやドジョウ、ザリガニなどをとる

木の実ひろい、草花つみをする

田畑・家庭菜園・花作りの

手伝いをする

野鳥や植物などの観察をする

キャンプなどに出かける

よくしている したことがある したことがない 無回答
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通学路や家のまわりのことについてお聞きします。 

3.3%

10.3%

16.3%

27.0%

20.3%

48.2%

11.6%

12.6%

31.6%

22.0%

32.9%

38.3%

16.7%

35.5%

43.5%

36.2%

64.1%

66.3%

49.2%

33.3%

62.0%

15.0%

43.5%

49.8%

1.3%

1.0%

1.3%

1.7%

1.3%

1.0%

1.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通学路で車にぶつかりそうになったり、

車がこわいと思ったことがある

通学路で歩きにくいと思う場所がある

通学路のまわりで、ごみがたまっていたり、

きたないと思う場所がある

車の排気ガスがくさいと思ったことがある

登下校中に街路樹などの木の下を歩く

登下校中に鳥の声をきいたり、

虫や花を見かけることがある

通学路を歩いていて

気持ちいいと思うことがある

学校から遊びながら帰ることがある

よくある たまにある ほとんどない 無回答

日ごろ気をつけていることについてお聞きします。 

60.1%

46.8%

51.8%

49.5%

54.2%

67.7%

8.3%

5.0%

5.0%

30.9%

46.5%

37.9%

44.5%

34.9%

25.3%

23.0%

44.9%

32.2%

7.6%

5.6%

9.0%

5.0%

9.6%

5.7%

66.3%

48.8%

61.8%

1.3%

1.3%

1.0%

1.3%

1.0%

1.3%

1.3%

2.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみなどの

ごみの分別を行っている

ものを大切に使い、できるだけ

長持ちさせるようにしている

出かけた先ではごみを

捨てないようにしている

電気やテレビを使わないときは、

つけっぱなしにしないようにしている

食事の時は、食べ残しを

しないようにしている

おふろや手洗いなどで水を流しっぱなしに

しないようにしている

近所の人といっしょに道路のそうじや、

牛乳パックの回収などの活動に参加している

道路や出かけたところのごみは、

自分の出したものでなくても片付けている

環境問題について、家族の人と

話しをするようにしている

いつもしている ときどきしている ほとんどしていない 無回答
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●環境の関心などについてお伺いします 
環境問題や住んでいるところのまわりの環境について、どれくらい関心がありますか。 

58.8%

17.9%

62.5%

69.0%

57.9%

66.8%

62.5%

20.6%

47.8%

19.3%

16.3%

21.7%

15.0%

21.3%

19.3%

32.9%

16.6%

13.7%

19.1%

15.9%

15.3%

2.3%

1.3%

1.3%

1.7%

1.0%

1.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化や酸性雨などの

地球環境問題

ダイオキシン類などの

有害化学物質の問題

川や沼のよごれの問題

ごみが増えている問題

電気、ガスなどのエネルギー

使用の増加

自動車による空気のよごれの問題

家や工場が増えることによる

自然の減少

知っている 知らない 知りたい 無回答

富士見市が将来どのようになってほしいと思いますか。 

14.2%

4.9%

5.0%

13.3%

6.5%

13.2%

5.3%

6.9%

1.5%

5.6%

11.0%

1.7%

6.8%

0.6%0.9%

2.7%

空気のきれいなまち

静かで暮らしやすいまち

水のきれいなまち

ごみが落ちていたり、汚れていたりしない、きれいなまち

有害な化学物質が出ないまち

通学や出かける時に事故や事件にあわない安全なまち

木々に囲まれた緑がいっぱいのまち

川や池で遊べるまち

田んぼや畑で仕事や体験ができるまち

虫や動物たちとふれあえるまち

友だちが集まる公園や広場があるまち

街路樹やまちの景色が美しいまち

自然の景色が美しいまち

わき水のゆたかなまち

その他

無回答
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ii） ご家族の集計結果 

●あなたについてお伺いします 
あなたの年齢は 

34.6%

59.5%

2.0%

2.0%

0.7%
1.3%

20代

30代

40代

50代

60代

無回答

 

あなたの性別は 

91.7%

8.0%

0.3%

男性

女性

無回答

 
子どもの頃、富士見市にお住まいでしたか。 

69.4%

29.9%

0.7%

はい

いいえ

無回答

 

 

 

●日ごろ気をつけていることについてお伺いします 
日ごろ気をつけていることについてお伺いします。 

95.3%

75.1%

54.2%

74.1%

81.7%

76.1%

26.6%

13.0%

10.3%

24.6%

40.9%

24.3%

16.6%

22.9%

40.5%

56.1%

58.1%

4.7%

32.6%

30.6%

31.2%

4.0%

0.3%

1.3%

1.0%

0.7%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.7%

0.3%

0.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみなどの

ごみの分別を行っている

ものを大事に使い、できるだけ

長持ちさせるようにしている

出かけた先ではごみを

捨てないようにしている

電気やテレビを使わないときは、

つけっぱなしにしないようにしている

食事の時は、食べ残しを

しないようにしている

風呂や手洗いなどで水を流しっぱなしに

しないようにしている

一斉清掃や資源回収などの

地域活動に参加している

道路や出かけたところのごみは、自分の

出したものでなくても片付けている

環境問題について、家族の人と話しを

するようにしている

いつもしている ときどきしている ほとんどしていない 無回答
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●お住まいのことについてお伺いします 
現在のお住まいの地域に、今後も住み続けたいですか。また、その理由についてお答えください。

【住み続けることについて】 

何ともいえない

39%

他の市町村、県

外へ移りたい

8%

市内の他地域へ

移りたい

2%

これからも住み

続けたい

50%

無回答

1%

 
【住み続けたい、または他へ移りたい理由】 

32.2%

39.5%

35.5%

31.6%

18.9%

50.8%

43.5%

40.9%

33.9%

52.5%

3.0%

3.3%

10.3%

23.9%

15.6% 13.0%

10.6%

13.3%

13.6%

14.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然環境（空気のきれいさ、水辺環境など）

自然景観、風景

生活環境（騒音・振動、臭いなど）

利便性（公共交通機関、公共施設など）

安全・安心なまち（防犯、道路整備など）

気に入っている どちらでもない 気に入らない 無回答

 

●環境情報の提供についてお伺いします 
環境に関する情報を行政から住民にお知らせする方法として、どのようなものがよいと思います

か。 

市の広報やパンフレット

43%

公民館の催しや、市の行

事

13%

無回答

0%

テレビや新聞

18%

その他

1%

インターネットのホーム

ページや電子メール

21%
自治体ごとの説明会や勉

強会

4%
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●各主体の取り組みについてお伺いします 
環境をよりよくしていくために、市民・事業者・行政それぞれが、今後行った方がよいと思うこと

は何ですか。 

【市民が行った方がよいこと】 
環境保全、緑化などに

関するボランティア活

動に参加する

8.5%

環境に配慮した製品を

購入する

17.3%

行政の計画づくりに積

極的に参加する

4.9%家庭での省エネルギー

に努める

27.2%

無回答

0.3%
その他

0.3%

行政の施策内容に関心

を持つ

9.7%

環境に関する勉強会な

どに参加して知識を深

める

3.6%

家庭から出るごみの減

量に努める

28.2%

 
【事業者が行った方がよいこと】 

事業活動に伴う環境へ

の負荷（排ガス、排

水、廃棄物など）を
可能な限り少なくする

24.4%

商品やサービスの環境
に関する情報を積極的

に提供する
9.0%

環境に配慮した製品の
供給を促進する

12.7%

地域の環境保全活動へ
の参加、支援を行う

11.9%

無回答

1.3%
事業所敷地内、または
その周辺の緑化を行う

7.7%

事業活動をするうえ
で、省エネルギーに努

める
14.5%

自らが製造・販売した
商品等について、最終

的に

それが廃棄されるまで
責任を持つ

18.5%

 
【行政が行った方がよいこと】 

自然環境を保全してい

く

20.9%

環境に関する活動を行

う市民・事業者への

支援を行う

16.3%

環境教育・環境学習を

充実させる

10.6%

その他

0.5%

無回答

1.2%

家庭での太陽光発電等

の設備の設置を

推進する

9.9%

環境に関する情報を積

極的に提供する

18.7%

環境に関する調査・研

究を行う

15.8%

環境に関するイベント

やメディアの活用を図

る

6.1%
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C）事業者を対象とした集計結果 

●貴事業所についてお伺いします 
業種は 

22.0%

14.6%

2.4%

4.9%

4.9%4.9%
4.9%

2.4%

4.9%

14.6%

14.6%

4.9%

建設業

製造業

卸売業

小売業

運輸業

飲食・宿泊業

医療・福祉業

金融・保険業

不動産業

サービス業

その他

無回答

 

事業形態は 

工場

12.2%

事務所

56.1%

店舗

19.5%

その他

7.3%

無回答

4.9%

 
市内事業所数は 

1

83.3%

2～3

2.4%

無回答

7.1%5以上

7.1%

3～4

0.0%

 

富士見市所在年数は 

9.5%

9.5%

9.5%

16.7%

47.6%

4.8% 2.4%

 1年未満

1年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上30年未満

30年以上

無回答

従業員数は（パート含む） 

10～30人未満

19%

無回答

7%

30人以上100

人未満

5%

10人未満

69%

 

 

従業員所在先（自宅）は 

0人

9.5%

0人

38.1%

1～5人

59.5%

1～5人

38.1%

6～10人

14.3%

11～15人

7.1%

16～20人

4.8%

7.1%

7.1%

6～10人

2.4%

11～15人

4.8%

16～20人

2.4%

26～30人

2.4%

30人以上

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内

市外
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年間売上高または出荷額は 

31.0%

9.5%

16.7%

23.8%

4.8%

2.4%

11.9%

3,000万円未満

3,000万円～5,000万円未満

5,000万円～1億円未満

1億円～3億円未満

3億円～5億円未満

5億円～10億円未満

無回答

従業員の交通手段は 

166人

50.5%

39人

11.9%

19人

5.8%

53人

16.1%

6人

1.8%

41人

12.5%

5人

1.5%

自動車

自転車

ﾊﾞｲｸ

電車

ﾊﾞｽ

徒歩

その他

 
貴事業所の所在地域は 

4.7%
7.0%

16.3%

18.6%

11.6%

11.6%

11.6%

7.0%

11.6%
勝瀬地区

南畑地区

渡戸・羽沢・山室・
諏訪・上沢地区
鶴瀬東地区

鶴瀬西地区

水谷・東みずほ台地区

針ヶ谷・西みずほ台地区

水谷東・榎町地区

無回答

 

●富士見市の環境魅力についてお伺いします 
貴事業所として、富士見市の環境について特に魅力を感じることはどんなことですか。 

32.8%

17.9%
6.0%

3.0%

16.4%

9.0%

14.9%

豊かな自然環境や水辺環境

史跡や文化財等の歴史的・文化的環境

環境に対する市民意識や市民活動

関連企業の立地や雇用の良さ

公共交通機関の利便性

自動車交通の利便性、物流の効率性

無回答
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●環境負荷への実態把握についてお伺いします 
貴事業所では、環境負荷量をはじめとする数値の把握の状況についてご回答ください。 

33.3%

23.8%

21.4%

56.1%

28.6%

33.3%

0.0%

23.8%

9.5%

4.8%

2.4%

40.5%

35.7%

33.3%

19.5%

38.1%

38.1%

21.4%

35.7%

38.1%

7.1%

7.1%

9.5%

11.9%

9.5%

7.3%

11.9%

11.9%

59.5%

16.7%

28.6%

64.3%

64.3%

9.5%

16.7%

26.2%

12.2%

9.5%

9.5%

14.3%

16.7%

14.3%

19.0%

21.4%

7.1%

11.9%

9.5%

4.9%

11.9%

7.1%

4.8%

7.1%

9.5%

4.8%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 電気使用量                          

(2) ガス使用量                          

(3) 灯油、軽油、その他燃料の使用量　　

(1) 車両保有台数                        

(2) 車両の年間走行距離                  

(3) 車両の年間燃料消費量              　

二酸化炭素（CO2）排出量　　

(1) 水の使用量                          

(2) 紙の使用量                          

大気汚染物質（NOx、SOxなど）排出量 

水質汚濁物質（BOD、SSなど）排出量  

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

量
 

車
両

の
利

用
に

つ
い

て
  

  
  

  

資
源

の
使

用
量

 

詳細を把握している おおよそ把握している 把握していない 該当しない 無回答
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●環境保全への取り組み状況についてお伺いします 
貴事業所での環境保全への取り組みについてお伺いします。 

28.6%

16.7%

28.6%

2.4%

2.4%

7.1%

42.9%

23.8%

28.6%

23.8%

19.0%

7.1%

11.9%

4.9%

4.8%

28.6%

2.4%

21.4%

21.4%

50.0%

16.7%

7.1%

9.5%

4.8%

11.9%

14.3%

4.8%

31.0%

23.8%

31.0%

23.8%

28.6%

11.9%

11.9%

9.5%

12.2%

16.7%

7.1%

16.7%

2.4%

9.5%

9.5%

23.8%

26.2%

9.5%

40.5%

40.5%

28.6%

40.5%

21.4%

21.4%

28.6%

11.9%

26.2%

19.0%

16.7%

21.4%

28.6%

35.7%

26.2%

24.4%

19.0%

21.4%

31.0%

59.5%

16.7%

19.0%

14.3%

14.3%

2.4%

19.0%

7.1%

26.2%

33.3%

14.3%

28.6%

2.4%

2.4%

7.1%

2.4%

19.0%

14.3%

4.8%

4.9%

4.8%

7.1%

7.1%

2.4%

4.8%

9.5%

2.4%

9.5%

19.0%

26.2%

19.0%

23.8%

26.2%

40.5%

26.2%

9.5%

19.0%

14.3%

23.8%

21.4%

33.3%

26.2%

45.2%

46.3%

50.0%

52.4%

16.7%

23.8%

61.9%

57.1%

26.2%

28.6%

2.4%

4.8%

7.1%

7.1%

4.8%

4.8%

7.1%

4.8%

4.8%

4.8%

4.8%

4.8%

7.1%

7.1%

4.8%

2.4%

7.3%

9.5%

7.1%

7.1%

4.8%

9.5%

9.5%

4.8%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生産工程での運転管理や、

オフィスにおける冷暖房の設定温度の管理等、

日常的に省エネルギーを心がけている

省エネルギー型の機器や設備を

導入している

太陽エネルギー、風力、水力など

自然エネルギーを利用している

事業所の建物など、省エネルギーに配慮した

工夫を行っている

省エネルギーに関する計画書などを作成し

取り組んでいる

雨水の利用や、一度使った水の

再利用などをしている

透水性舗装や浸透ますの設置など、

雨水の地下浸透に努めている

壁面・屋上の緑化に努めている

両面コピーや裏紙を使用している

使い捨て製品（紙コップ、紙皿、

使い捨て容器入りの弁当など）の

使用や購入を控えている 
詰め替え可能な製品の利用や

備品の修理などにより、

製品等の長期使用に努めている

事業所から出る資源ごみの

リサイクルルートを確保している

包装材、梱包材の削減、

再使用に取り組んでいる

食べ残し、食品残さなどの有機物質については

可能な限りコンポスト化し、

土壌に還元することにより利用している

廃棄物の減量化に関する計画を作成し、

減量化を進めている 

日常の管理における大気汚染防止・水質汚濁防止への

配慮（燃焼管理など）を行っている

大気汚染や水質汚について、法令による基準より厳しい

自主管理基準を設定し、その達成に努めている 

低騒音型機器の使用、防音・防振設備の設置により、

騒音・振動を防止するとともに、

日常的な監視・管理を行っている  

夜間照明による光害を防止するための措置を講じている

低燃費車や最新の規制基準適合車を

積極的に導入している

電気自動車、圧縮天然ガス自動車などの

低公害車の利用に取り組んでいる

共同輸配送、帰り荷の確保に取り組んでいる

発注・輸送の計画化・平準化を行い、

少量・多頻度輸送やジャスト・イン・タイムサービスの

見直しを行っている

業務用車両のアイドリングストップに

取り組んでいる

速度や積載量に注意し、

エコ運転を実施・指導している

エ
ネ

ル
ギ

ー
な

ど
に

つ
い

て
廃

棄
物

に
つ

い
て

大
気

汚
染

・
水

質
汚

濁
な

ど

公
害

防
止

に
つ

い
て

自
動

車
の

利
用

に
つ

い
て

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う 今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない 該当しない 無回答
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9.5%

2.4%

23.8%

4.9%

7.1%

21.4%

4.8%

4.8%

4.8%

4.8%

2.4%

2.4%

0.0%

2.4%

4.8%

4.8%

2.4%

2.4%

2.4%

7.1%

7.1%

7.1%

4.8%

4.8%

14.3%

4.8%

7.1%

7.1%

2.4%

2.4%

2.4%

11.9%

4.8%

11.9%

2.4%

19.0%

14.3%

4.8%

19.0%

19.0%

42.9%

34.1%

38.1%

31.0%

35.7%

35.7%

26.2%

28.6%

16.7%

14.3%

21.4%

16.7%

28.6%

19.0%

31.7%

33.3%

33.3%

21.4%

16.7%

2.4%

16.7%

24.4%

21.4%

16.7%

4.8%

4.8%

4.8%

7.1%

19.0%

21.4%

16.7%

14.3%

11.9%

11.9%

26.8%

16.7%

14.3%

4.8%

16.7%

59.5%

59.5%

4.8%

29.3%

23.8%

14.3%

35.7%

42.9%

50.0%

45.2%

50.0%

47.6%

50.0%

42.9%

38.1%

42.9%

29.3%

21.4%

28.6%

59.5%

54.8%

4.8%

9.5%

4.8%

4.9%

4.8%

11.9%

4.8%

7.1%

7.1%

7.1%

9.5%

11.9%

9.5%

11.9%

11.9%

9.5%

9.8%

7.1%

9.5%

7.1%

9.5%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

有害性のおそれのある化学物質について、

その種類、使用量、保管量、使用方法、

使用場所、保管場所を経時的に把握・記録している 

有害物質の輸送、保管等に当たり、事故時の

汚染防止のための準備や訓練を行っている

環境に配慮した物品等の調達に関する基準、リストを作成し、

運用している（エコマーク商品を優先的に購入するなど）

事務用紙等には再生紙を使用している

再生材料から作られた製品を優先的に購入・使用している

間伐材や未利用資源などを利用した製品を

積極的に購入・使用している 

社内における環境教育を実施している

環境対応のための役割分担や責任、

権限などが明確に定められている

環境について外部からの意見や苦情、

問い合わせなどを受け付け、

対応する仕組みが整備されている

環境保全のための方針

（環境方針）を設定している

ISO14001などの環境管理システムを

導入している

自社の環境に関する情報について、

報告書（環境報告書など）を作成し、

開示している
環境保全のためにかけた費用と、

それによって得られた効果を算定している

（環境会計）

顧客や発注者に対し、環境保全の

提案をしている

顧客などに対して、情報提供や

啓発活動に取り組んでいる

顧客、取引先などのための

環境情報提供システム（パソコン通信、広報など）が

整備・運用されている

ボランティア休暇など、職員の環境などのための

自主的な活動を支援する組織や体制がある

地域のボランティア活動などに積極的に参加し、

協力、支援を行っている 

環境に関する基金・団体を設置している、

あるいは既存の基金・団体を支援している

資源循環、省エネルギー、環境保全を可能にする技術

または商品を開発し、社会に提供している

技術者の派遣、国内研修の受入などによって

環境保全技術移転の推進を

進めている（環境に係る国際協力）

化
学

物
質

対
策

に
つ

い
て

グ
リ

ー
ン

購
入

に
つ

い
て

環
境

保
全

の
た

め
の

体
制

・
情

報
提

供
な

ど
に

つ
い

て

社
外

で
の

環
境

保
全

活
動

の
推

進
に

つ
い

て

エ
コ

ビ
ジ

ネ
ス

、

技
術

開
発

に
つ

い
て

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う 今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない 該当しない 無回答

貴事業所が環境に配慮した取り組みを実行していく上で、支障となる原因はありますか。 

20.9%

26.9%

20.9%

6.0%

7.5%

7.5%

1.5%

9.0%

支障はない

予算的に困難である

人員が不足している

事業発展に役立たない

技術的に困難である

設備・場所がない

その他

無回答
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●今後、環境保全を進めていく上で配慮することについてお伺いします 
貴事業所では、今後どのようなことに配慮して環境保全を進めていくことが望ましいとお考えです

か。 

59.5%

14.3%

9.5%

7.1%

4.8%

9.5%

10%

21.4%

40.5%

0% 20% 40% 60%

経営者自身が環境問題についての社会的責任を認識して、具

体的に行動する

環境への影響がより少ない機材の導入や

施設の整備を行う

事業所内で従業員に対する環境教育を行う

事業内容に応じた具体的な環境行動指針を

作成する

事業所内に環境問題に対する担当者や

責任者を配置する

事業所内に環境問題への取り組みに関する

ガイドラインを作成する

関連する事業所に環境保全の必要性を

呼びかける

特に配慮する必要はない

無回答

富士見市のよりよい環境づくりのための施策への協力について、どのようにお考えですか。 

24.4%

29.3%

24.4%

12.2%

2.4%
7.3%

積極的に協力したい

できれば協力したい

内容によっては、協力してもよい

どちらともいえない

どちらかといえば協力したくない

無回答
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●地球環境の保全についてお伺いします 
貴事業所では地球環境問題について、どのような取り組みを進めていきたいとお考えですか。 

23.1%

48.7%

7.7%

5.1%

2.6%

5.1%

7.7% 省資源、省エネルギーなど
エネルギーを大切にする
再生紙の利用など、環境にやさしい用品の
使用とリサイクルを進める
フロンの使用削減や代替フロンなどの措置
によりオゾン層を保護する
低公害車を導入する

開発事業については、自然環境の
保護を優先する
わからない

無回答

 
貴事業所として地球温暖化防止を促進するために必要な情報は何ですか。 

26.8%

18.3%

9.9%

25.4%

15.5%

4.2%

地球温暖化が社会生活に及ぼす影響についての情報

地球温暖化を防止するために行われている対策についての情報

地球温暖化を防止するための他事業所の取り組みについての情報

地球温暖化の現状に関する情報

地球温暖化の原因に関する情報

無回答

 
 

●自動車利用の考え方についてお伺いします 
現在、従業員の通勤など自家用車の利用を、自

転車や公共交通機関等へ切り替えることを促進

することは可能ですか。 

23.8%

33.3%

23.8%

9.5%

9.5%

可能である

条件が整えば可能である

不可能である

その他

無回答

 

通勤を自家用車から自転車や公共交通機関等へ

切り替えることを可能にする、または容易にす

る条件は、どのようなことですか。 

20.7%

8.6%

17.2%

12.1%

13.8%

6.9%

15.5%

5.2%

公共交通の本数増加

運行時間の延長

運賃の低減

駐輪場・駐車場の整備

自転車専用道路の整備

今後も切り替えることはない

その他

無回答
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●地球温暖化防止に向けて行政が優先的に取り組むべき事項についてお伺いします 
貴事業所として、地球温暖化防止に向けて行政が優先的に取り組む事項として、望むことはどのよ

うなことですか。 

22.6%

7.5%

4.7%

12.3%
15.1%

12.3%

11.3%
1.9%

12.3%

ごみの減量化、リサイクルの推進

みどり、湧水の保全

地球温暖化に関する情報の提供

公共交通機関の利便性の向上推進

道路交通網の整備による交通渋滞の解消や
駐車場の確保
ごみによる発電など、リサイクルエネルギー
発電設備の普及（補助金の交付など）
太陽光発電設備の普及
（補助金の交付など）
自転車専用道路の整備や駐輪場の確保

無回答
 

 

D）’11 富士見ふるさと祭りの来場者を対象とした集計結果 

i） 大人向けの集計結果 

●あなたについてお伺いします 
あなたの性別は 

男性

22.5%

女性

69.9%

無回答

7.6%

 

あなたの年齢は 

30代

17.5%

40代

21.8%

50代

9.5%

60代

20.0%

70代

25.1%

20代

2.9%

無回答

0.7%

10代

2.5%

 
あなたの職業は 

15.3%

2.2%

17.5%

23.0%

33.6%

2.9%

4.0%

1.5%

自営業・自由業

会社員・団体役員

専門職

パート、アルバイト

家事従事者

学生

無職

その他

 

あなたのお住まいは 

市外（県

内）

15.0%

富士見市

内

83.5%

無回答

0.7%
千葉県

0.4%東京都

0.4%
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富士見市での居住年数は 

2.9%

7.2%17.0%

17.8%

51.8%

1.8%
1.4%

1年未満

1～2年

3～4年

5～9年

10～19年

20年以上

無回答

 

 

 

●富士見市の環境に関する印象についてお伺いします 

18.1%

17.0%

13.0%

13.0%

9.4%

24.4%

18.1%

16.4%

15.5%

22.3%

10.9%

12.7%

13.1%

12.3%

6.5%

38.3%

35.4%

34.1%

34.1%

24.5%

36.7%

29.7%

31.8%

27.1%

37.6%

21.4%

31.6%

24.0%

24.6%

23.5%

27.1%

27.4%

33.0%

33.0%

38.6%

20.7%

30.4%

31.4%

33.2%

19.7%

43.5%

35.6%

35.3%

34.1%

40.8%

7.6%

10.9%

6.1%

14.1%

15.5%

15.2%

15.2%

15.5%

14.2%

15.9%

15.3%

14.8%

15.0%

17.0%

15.6%

16.4%

16.7%

21.3%

5.5%

5.8%

3.6%

7.9%

5.1%

4.4%

9.7%

4.3%

4.3%

3.2%

2.5%

4.0%

1.4%

2.2%

0.4%

0.4%

1.4%

0.7%

0.7%

1.4%

0.7%

3.6%

1.4%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空気のきれいさ

まちの静けさ

水のきれいさ

まちのきれいさ

交通の安全性

緑の豊かさ

水辺とのふれあい

土とのふれあい

生きもの（野鳥、昆虫、魚など）とのふれあい

公園や広場などの憩いの場がある

街並みの美しさ

自然景観の美しさ

湧水の存在

交通の利便性

環境の状況や環境施策に関する

市からの情報提供

生
活

環
境

な
ど

に

つ
い

て
自

然
環

境
や

快
適

環
境

に
つ

い
て

良い やや良い どちらともいえない やや悪い 悪い 無回答
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●今後行っていきたい取り組みや活動についてお伺いします 
富士見市の環境や地球環境をより良くしていくために、あなたが今後行っていきたい取り組みや活

動は何ですか。 
環境保全、緑化などに

関するボランティア活

動に参加する

9.1%

環境に配慮した製品を

購入する

13.8%

行政の計画づくりに

積極的に参加する

5.7%

家庭での省エネルギー

に努める

23.1%

無回答

7.8%

行政の施策内容に関心

を持つ

8.1%

環境に関する勉強会な

どに参加して知識を深

める

3.7%

家庭から出るごみの減

量に努める

28.5%

 
 

ii） 子ども向けの集計結果 

●あなたについておたずねします 

あなたの性別は 

女子

58.9%

無回答

1.0%

男子

40.1%

 

あなたの住んでいるところは 

富士見市

以外

17.7%

無回答

3.6%

富士見市

78.6%
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●富士見市の環境についておたずねします 
今の富士見市の環境についてどう思いますか。また、富士見市が将来どのようなまちになってほし

いですか。 

空気のきれいなまち

静かで暮らしやすいまち

水のきれいなまち

有害な化学物質が出ないまち

通学や出かける時に事故や事件

にあわない安全なまち

電車やバスの交通が便利で住み

やすいまち

川や池で遊べるまち

田んぼや畑で仕事の体験ができ

るまち

虫や動物たちとふれあえるまち

自然やまちの景色が美しいまち

商店街やお店に活気のあるまち

湧き水の豊かなまち

ごみが落ちていたり、汚れてい

たりしない、きれいなまち

友達が集まる公園や広場がある

まち

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今の富士見市の環境

低←　　　回答率　　　→高

高
←

　

　

　

回

答

率

　

　

　
→

低

将

来

の

富

士

見

市

の

環

境
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●あなたの日ごろの取り組みについておたずねします 
あなたは日ごろ環境を大切にする取り組みにどのくらい気をつけていますか。 

64.4%

59.4%

55.5%

52.1%

55.7%

67.7%

21.4%

26.7%

21.5%

20.9%

24.5%

23.6%

26.6%

25.0%

14.6%

25.5%

36.6%

30.9%

3.1%

4.7%

8.9%

9.9%

7.8%

6.3%

41.1%

24.6%

35.6% 12.0%

12.0%

12.0%

11.5%

11.5%

12.0%

11.5%

11.5%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ごみは、燃えるごみ、燃えないごみ、

資源ごみに分別している

ものを大事に使い、できるだけ

長持ちさせるようにしている

出かけた先ではごみを

捨てないようにしている

電気やテレビを使わないときは、

消すようにしている

食事の時は、食べ残しを

しないようにしている

お風呂や手洗い、歯みがきなどで

水を流しっぱなしにしないようにしている

近所の人といっしょに道路のそうじや、

牛乳パックの回収などの活動に参加している

道路や出かけたところのごみは、自分の

出したものでなくても片付けている

環境問題について、家族の人と

話しをするようにしている

いつもしている ときどきしている ほとんどしていない 無回答
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資料編４ 温室効果ガス排出量の算定方法 

 

「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第 1 版）」

（平成 21 年 6 月、環境省）に基づき、市域における温室効果ガス排出量の現況推計

を行いました。 

 

１．温室効果ガス排出量の算定条件 
 

温室効果ガス排出量の算定条件 

項目 内容 

対象年度 2010（平成 22）年度 

対象部門 

【エネルギー起源 CO2 による排出】 

・ 産業部門：製造業、建設業・鉱業、農業 

・ 民生家庭部門：一般家庭 

・ 民生業務部門：第三次産業 

・ 運輸部門：自動車、鉄道 

【エネルギー起源 CO2 以外による排出】 

・ 工業プロセス分野：自動車の走行 

・ 廃棄物分野：廃棄物の燃焼、排水処理 

・ 農業分野：水田、家畜の飼養、家畜の排せつ物、農業廃棄物の焼却、

肥料 

・ 代替フロン：家庭用冷蔵庫、カーエアコン 

対象ガス 

二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、代替フロン
※代替フロンであるハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン

（PFC）、六フッ化硫黄（SF6）のうち、排出量推計が可能な冷蔵庫とカーエアコ

ンの使用時の漏洩に伴うハイドロフルオロカーボン（HFC）の排出量について推

計しました。 
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２．現況推計の算定方法 
 

（1）二酸化炭素 

部門 算定式など データ取得先など 

製造業 エネルギー消費総量(埼玉県)×製造

品出荷額(富士見市)／製造業出荷額

(埼玉県)×排出係数 

 

※石炭、石炭製品、石油製品、石油ガ

ス、天然ガス、都市ガス、電力、熱の

エネルギー消費量を種類別に計算 

都道府県別エネルギー統計(経済産業

省) 

埼玉県統計年鑑(埼玉県) 

電力公表排出係数(東京電力) 

建設業 

・鉱業 

エネルギー消費総量(埼玉県)×従業

者数(富士見市)／従業者数(埼玉県)×

排出係数 

※石炭、石炭製品、石油製品、石油ガ

ス、天然ガス、都市ガス、電力のエネ

ルギー消費量を種類別に計算 

都道府県エネルギー統計(経済産業

省) 

埼玉県統計年鑑(埼玉県) 

電力公表排出係数(環境省：東京電力)

電力提供データ 

産
業
部
門 

農業 エネルギー消費総量(埼玉県)×農業

産出額(富士見市)／農業産出額(埼玉

県)×排出係数 

※石炭製品、石油製品、石油ガス、都

市ガス、電力のエネルギー消費量を種

類別に計算 

都道府県エネルギー統計(経済産業

省) 

埼玉農林水産統計年報(関東農政局) 

電力公表排出係数(環境省：東京電力)

電力提供データ(東京電力) 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

民
生
家
庭
部
門 

【LP ガス】 

世帯総数(富士見市)×（1－都市ガス

普及率(富士見市)）×LP ガス購入量

(さいたま市)／（1－都市ガス普及率

(さいたま市)）×排出係数 

【灯油】 

世帯総数(富士見市)×灯油購入量(さ

いたま市)×補正係数×排出係数 

【都市ガス】 

都市ガス販売量(富士見市)×排出係

数 

【電力】 

電力販売量(埼玉県)×世帯総数(富士

見市)／世帯総数(埼玉県) 

国勢調査(総務省) 

家計調査(総務省) 

統計ふじみ(富士見市) 

さいたま市統計書(さいたま市) 

都市ガス提供データ(大東ガス) 

電力提供データ(東京電力) 
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部門 算定式など データ取得先など 

民
生
業
務
部
門 

【重油・灯油】 

エネルギー種別消費総量(埼玉県)×

業務用建物床面積(富士見市)／業務

用建物床面積(埼玉県)×排出係数 

【LP ガス】 

エネルギー種別消費総量(埼玉県)×

業務用建物床面積(富士見市)×（1－

都市ガス普及率(富士見市)）／業務用

建物床面積(埼玉県)×（1－都市ガス

普及率(埼玉県)）×排出係数 

【都市ガス】 

都市ガス商業用販売量(富士見市)×

排出係数 

【電力】 

電力消費量(埼玉県)×業務用建物床

面積(富士見市)／業務用建物床面積

(埼玉県)×排出係数 

都道府県別エネルギー消費統計(経済

産業省) 

固定資産価格等の概要調書(埼玉県、

富士見市) 

統計ふじみ(富士見市) 

都市ガス提供データ(大東ガス) 

自動車 燃料別自動車等保有台数(富士見市)

×年間 1 台あたりの燃料消費量(全

国)×排出係数 

自動車輸送統計年報(国土交通省) 

統計ふじみ(富士見市) 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

運
輸
部
門 

鉄道 市内路線延長(東武鉄道)／全路線延

長(東武鉄道)×鉄道事業者 CO2 排出

量(東武鉄道) 

環境会計 2009 年度(東武鉄道 HP) 

廃
棄
物 

廃棄物の 

燃焼 

一般廃棄物焼却量(富士見市)×廃プ

ラスチック・合成繊維くずの割合×排

出係数 

焼却量提供データ(志木地区衛生組

合) 
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（2）メタン 
分野 算定式など データ取得先など 

プ
ロ
セ
ス 

工
業 

自動車の走行 燃料別自動車等保有台数(富士見市)

×年間 1 台あたりの走行距離(全国)

×排出係数 

自動車輸送統計年報(国土交通省) 

統計ふじみ(富士見市) 

廃棄物の燃焼 一般廃棄物焼却量(富士見市)×廃プ

ラスチック・合成繊維くずの割合×

排出係数 

焼却量提供データ(志木地区衛生組

合) 

廃
棄
物 

排水処理 処理施設別処理人口(富士見市分)×

排出係数 

※下水道終末処理、し尿処理施設、

単独処理浄化槽、合併処理浄化槽、

くみ取り便所の処理人口を処理施

設別に計算 

荒川右岸下水道事務所 

入間東部衛生組合 

水田 作付面積(富士見市)×排出係数 統計ふじみ(富士見市) 

家畜の飼養 家畜別飼養頭数(富士見市)×排出係

数 

統計ふじみ(富士見市) 

家畜の排せつ物 牛･豚飼養頭数(富士見市)×年間 1

頭あたりのふん尿排せつ量×排せ

つ物処理別有機物量×排出係数 

統計ふじみ(富士見市) 
農
業 

農業廃棄物の焼却 農作物別収穫量(富士見市)×残さ率

×残さの平均乾物率×野焼きされ

る割合×排出係数 

作況調査(農林水産省) 

 

（3）一酸化二窒素 

分野 算定式など データ取得先など 

プ
ロ
セ
ス 

工
業 

自動車の走行 燃料別自動車等保有台数(富士見市)

×年間 1 台あたりの走行距離(全国)

×排出係数 

自動車輸送統計年報(国土交通省) 

統計ふじみ(富士見市) 

廃棄物の燃焼 一般廃棄物焼却量(富士見市)×廃プ

ラスチック・合成繊維くずの割合×

排出係数 

焼却量提供データ(志木地区衛生組

合) 

廃
棄
物 

排水処理 処理施設別処理人口(富士見市分)×

排出係数 

※下水道終末処理、し尿処理施設、

単独処理浄化槽、合併処理浄化槽、

くみ取り便所の処理人口を処理施

設別に計算 

荒川右岸下水道事務所 

入間東部衛生組合 

家畜の排せつ物 牛･豚飼養頭数(富士見市)×年間 1

頭あたりのふん尿排せつ量×排せ

つ物処理別有機物量×排出係数 

統計ふじみ(富士見市) 

農業廃棄物の焼却 農作物別収穫量(富士見市)×残さ率

×残さの平均乾物率×野焼きされ

る割合×排出係数 

作況調査(農林水産省) 農
業 

肥料 耕地面積(富士見市)×肥料施用量×

排出係数 

作況調査(農林水産省) 
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（4）代替フロン 
分野 算定式など データ取得先など 

冷蔵庫 

(HFC134) 

（使用時排出量(全国)＋廃棄時排出

量(全国)）×世帯総数(富士見市)／

世帯総数(全国)×排出係数 

消費動向調査(内閣府) 

統計ふじみ(富士見市) 

代
替
フ
ロ
ン 

カーエアコン 

(HFC134) 

（使用時排出量(全国)＋故障時排出

量(全国)＋全損時排出量(全国)＋使

用済み排出量(全国)）×車両保有台

数(富士見市)／車両保有台数(全国) 

消費動向調査(内閣府) 

統計ふじみ(富士見市) 
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資料編５ 第 2 次富士見市環境基本計画策定の経緯 

 

【策定の経緯】 

開催日 

富士見市 

環境基本計画 

市民策定委員会 

富士見市 

環境審議会 

富士見市 

環境にやさしい 

都市づくり 

検討委員会 

その他 

平成 23 年度 

3 月 23 日 第 1 回 

・委嘱式、挨拶、今

後の説明 

  ・環境に関するアン

ケート調査（市

民・事業者・児童）

・環境調査（動植物

生息生育状況調

査、湧水調査） 

平成 24 年度 

4 月 25 日 

 

5 月 16 日 

 

5 月 30 日 

 

6 月 20 日 

 

7 月 4 日 

 

7 月 17 日 

 

7 月 18 日 

 

8 月 8 日 

 

 

8 月 27 日 

 

 

12 月 26 日 

 

 

1 月 17 日 

 

 

3 月 14 日 

第 2 回 

・主旨説明 

第 3 回 

・骨子案について 

第 4 回 

・骨子案について 

第 5 回 

・素案について 

第 6 回 

・素案について 

 

 

第 7 回 

・素案について 

第 8 回 

・素案(修正案)に

ついて 

 

 

 

第 9 回 

・素案(修正案)に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 

・計画の見直しにつ

いて 

第 2 回 

・諮問、答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 

・素案について 

 

 

 

 

 

第 2 回 

・素案(修正案)につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編６ 

 51

資料編６ 富士見市環境基本計画市民策定委員会 

 

○富士見市環境基本計画市民策定委員会設置要綱 

平成 13 年 8 月 20 日 

決裁 

（設置） 

第 1 条 富士見市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、富士見

市環境基本計画市民策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 基本計画に関する事項について調査及び検討を行うこと。 

(2) 基本計画の素案を市長に提出すること。 

（組織） 

第 3 条 委員会は委員 16 人以内をもって組織し、市長が委嘱する。 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は、基本計画が策定されるまでの期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。 

（会議） 

第 6 条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。 

2 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第 7 条 委員会の庶務は、自治振興部環境課において処理する。 

(平 23 年 3 月 31 日・一部改正) 

（その他） 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 13 年 8 月 20 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 4 月 19 日) 

この要綱は、平成 19 年 4 月 19 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 3 月 31 日) 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
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富士見市環境基本計画市民策定委員会名簿 
（順不同・敬称略） 

学識経験者 
長谷川 三雄◎

澤 田  譽 啓 ○

行政 
宮   陽 一

川 添  生 治

事業者 

関 根  良 一

南   貴 之

羽 石  裕 子

清 水  武 次

矢 野  昌 弘

市民団体 

加 藤  久 美 子

齋 木   修

栁 田  政 男

古 賀  正 信

公募市民 

井 上  幸 雄

眞 木  眞 一

横 山  久 恵
※◎：委員長、○：副委員長 
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資料編７ 富士見市環境審議会 

 

○富士見市環境審議会規則 

平成 14 年 4 月 22 日 

規則第 33 号 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、富士見市環境基本条例(平成 14 年条例第 31 号)第 27 条の規

定に基づき、富士見市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（会長） 

第 2 条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第 3 条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（庶務） 

第 4 条 審議会の庶務は、自治振興部環境課において処理する。 

(平 19 規則 24・平 23 規則 12・一部改正) 

（委任） 

第 5 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この規則は、平成 14 年 5 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 3 月 30 日規則第 24 号) 

この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 3 月 31 日規則第 12 号) 

この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
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富士見市環境審議会名簿 
（順不同・敬称略） 

学識経験者 

澤 田  譽 啓 ◎

須 田  昭 ○

木 内  芳 弘

関 井  薫

高 橋  千 代 子

松 原  健 司

市民団体 

石 塚  昌 宏

京 谷  恵 子

千 種  秀 信

事業者 

上 原  栄 司

齋 藤  重 治

関 根  良 一

羽 石  裕 子

公募市民 
世 羅  陽 一 郎

堀 口  守 雄
※◎：会長、○：会長代理 
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資料編８ 富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会 

 

○富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会設置要綱 

平成 16 年 5 月 13 日 

決裁 

（設置） 

第 1 条 環境にやさしい都市づくりのために総合的な施策に対し、庁内調整を図るた

め、富士見市環境にやさしい都市づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設

置する。 

（所掌事務） 

第 2 条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 環境基本計画の検討及び調整に関すること。 

(2) 環境に関する年次報告書に関すること。 

(3) その他環境施策の推進に関すること。 

（組織） 

第 3 条 委員会は、別表に掲げるものをもって組織する。 

（委員長及び副委員長） 

第 4 条 市長は、委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、環境課長をもって充て、副委員長は、政策企画課長をもって充てる。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(平 23 年 3 月 31 日・一部改正) 

（会議） 

第 5 条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

（関係者の出席） 

第 6 条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明

を聴くことができる。 

（庶務） 

第 7 条 委員会の庶務は、自治振興部環境課において処理する。 

(平 23 年 3 月 31 日・一部改正) 

（その他） 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 16 年 5 月 13 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 4 月 1 日) 

この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 3 月 31 日) 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

別表(第 3 条関係) 

(平 23 年 3 月 31 日・全改) 
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委員会の構成 

委員長 自治振興部環境課長 

副委員長 総合政策部政策企画課長 

委員 総務部総務課長 

委員 総合政策部管財課長 

委員 市民生活部市民課長 

委員 健康福祉部福祉課長 

委員 まちづくり推進部まちづくり推進課長 

委員 まちづくり推進部産業振興課長 

委員 建設部道路治水課長 

委員 建設部交通・管理課長 

委員 建設部建築指導課長 

委員 建設部水道課長 

委員 教育委員会教育政策課長 

委員 教育委員会生涯学習課長 

委員 教育委員会学校教育課長 

委員 教育委員会学校給食センター所長 
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資料編９ 富士見市環境基本条例 

 

○富士見市環境基本条例 

平成 13 年 12 月 25 日 

市条例第 31 号 

（目的） 

第 1 条 この条例は、人と自然の調和を目指した「富士見市環境にやさしい都市宣言」

の趣旨にのっとり、環境の保全及び創造に関し、基本理念を定め、並びに市、市民

及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上

の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進

行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の

環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとと

もに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動で生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す

ることを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の堀採のための土

地の堀削によるものを除く。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境(人の生活

に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることを

いう。 

（基本理念） 

第 3 条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎのある恵み豊か

な環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維

持されるように適切に推進されなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷を低減することその他の行動

を自主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうことなく持続的

に発展することができる社会が構築されるように推進されなければならない。 

3 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていること

にかんがみ、広域的に環境問題を解決するため、近隣の地方公共団体と連携しなが

ら推進されなければならない。 

（市の責務） 

第 4 条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」

という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 
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（市民の責務） 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日

常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に

自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責

務を有する。 

（事業者の責務） 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに

伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境

を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行

うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる事項に努めなけ

ればならない。 

(1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図

られることとなるように必要な措置を講ずること。 

(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境へ

の負荷の低減に資すること。 

(3) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。 

3 前 2 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関

し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとと

もに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

（施策の策定等に当たっての環境優先の理念） 

第 7 条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境優先の理念の下に、

環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造のために、必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

（環境基本計画） 

第 8 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、富士見市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱 

(2) その他環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を聴いた

上、富士見市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

5 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第 9 条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策に

関する報告書を作成し、これを公表するものとする。 

（環境基本計画との整合） 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当

たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。 



資料編９ 

 59

（総合的調整） 

第 11 条 市は、環境行政の実効的かつ体系的な推進を図るため、次に掲げる事項に

ついて必要な総合的調整を行うものとする。 

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 環境施策に関すること。 

(3) その他環境行政の総合的推進に関すること。 

（環境配慮の推進） 

第 12 条 市は、事業者が環境に影響を与えるおそれのある土地の形状の変更、工作

物の新築又は改築等その他これらに類する事業を行おうとするときは、あらかじめ

その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その

結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮をすることができる

ように、必要な措置を講ずるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規

制措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の保全上の支障を防止する規制措置） 

第 13 条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすお

それがある行為に関し、必要な規制措置を講ずるものとする。 

（支援措置） 

第 14 条 市は、市民又は事業者が行う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び

創造に関する活動を支援するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の保全及び創造に資する事業等の推進） 

第 15 条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資

する施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、多様な野生生物の生息空間の確保、適正な水循環の形成その他の環境の保

全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

3 前項に定めるもののほか、市は、公園、緑地等の整備その他の自然環境の適正な

整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第 16 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、

エネルギー等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境教育及び環境学習の振興等） 

第 17 条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の

充実により、市民又は事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるととも

に、これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように、

必要な措置を講ずるものとする。 

（市民等の環境保全活動の促進） 

第 18 条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「市民等」

という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必

要な措置を講ずるものとする。 

（情報の提供） 
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第 19 条 市は、第 17 条の教育及び学習の振興並びに前条の市民等の活動の促進に

資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環

境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

（市民等の意見の反映） 

第 20 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民等の意見を反映すること

ができるように努めるものとする。 

（調査の実施） 

第 21 条 市は、環境の状況の把握又は環境の変化の予測に関する調査その他の環境

の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第 22 条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全及び創造に関する施策を適正

に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 

（日常生活等に係る環境配慮） 

第 23 条 市は、市民又は事業者が自らその日常生活又は事業活動に係る環境への負

荷の低減の目標について定め、その目標の達成状況の検証を行い、その結果に基づ

き、自らの日常生活又は事業活動に係る環境への負荷の低減について配慮するよう、

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（総合調整のための体制の整備） 

第 24 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、及び推

進するために必要な体制を整備するものとする。 

（地球環境の保全） 

第 25 条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資

する施策を積極的に推進するものとする。 

2 市は、国、県、他の地方公共団体及び関係機関と連携して、地球環境の保全及び

創造に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

（国、県及び他の地方公共団体との協力） 

第 26 条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策の策

定並びに実施に当たっては、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するもの

とする。 

（環境審議会） 

第 27 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44 条の規定に基づく審議会その他

の合議制の機関として、富士見市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、審議する。 

(1) 第 8 条第 3 項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項 

(2) 環境の保全及び創造に関する事項 

3 審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じて環境の保全及び創造に関する

基本的事項について、市長に意見を述べることができる。 

4 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

5 委員は、環境の保全及び創造に関し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

6 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

7 委員は、再任されることができる。 
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8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

(富士見市公害対策審議会条例の廃止) 

2 富士見市公害対策審議会条例(昭和 48 年条例第 13 号)は、廃止する。 

(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正) 

3 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 39

年条例第 1 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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